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○那谷屋正義君 民主党・新緑風会の那谷屋正義でございます。 

 伊吹文科大臣、そして塩崎官房長官、高市少子化担当大臣、さらには我が党の案の発議

者の皆さんには、本当に連日長時間にわたって、しかも様々な角度からの質問に対して懇

切丁寧な御回答、答弁をいただいているということに、まず敬意を払っておきたいという

ふうに思っているところであります。 

 今日の教育特が念願の初質問ということで妙に燃えておりますが、空回りをしないよう

にやっていきたいと。気合が入り過ぎたためか、質問通告の項目を見ていただいてもお分

かりのように盛りだくさんになってしまって、とても与えられた時間の中で終えられるか

どうかということについてはあらかじめ御了承いただけたらというふうに思っております。 

 また、とりわけ文科大臣のお話を伺っておりますと、本当に私生活あるいは本を読まれ

た中身等々、正に学校の朝のホームルームあるいは帰りのホームルーム、いや、もう少し

言うと、校長先生であれば毎週ですね、月曜日に大体朝会というのを、全校朝会というの

をやりますけれども、そこで、今日は校長先生がどんなお話をされるのかなというのをあ

る意味楽しみに聞ける校長先生と、また何かつまらない話しているなという校長先生と、

いろいろいらっしゃるんですけれども、正に伊吹文科大臣のお話は大変興味深く聞かさせ

ていただいていたところではあります。まあ、興味深くというところはいろいろな意味も

ありますので、よろしくお願いいたしたい。 

 そういう中で、丁寧な答弁は大変有り難いんですが、盛りだくさんということもありま

すので、できるだけ結論のみを簡潔に答弁いただけたらというふうに思っておりますので、

御協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 それでは最初に、まず一昨日の本委員会で、現行教基法について文科大臣が、足らざる

ところを補い、行き過ぎたところを是正するというような答弁をされたというふうに記憶

しております。この足らざるとはということ、あるいは、そして行き過ぎたというのは具

体的にはどんなものを指しているのか、改めてお聞きをしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） まず先生、通告していただいた質問を皆していただく必要も

ありませんし、通告外の御質問があれば、どうぞ御自由にしていただいて結構でございま

す。それから、できるだけ簡潔にはお答えしたいと思いますが、お答えが足らないという

おしかりを受けてもいけませんので、その点はひとつお許しをいただきたいと思います。 

 まず、現行法は私は非常によくできた法律だと思っております。普遍的な理念は書かれ

ております。特に、これは日本国においても、何度も申し上げますように、ヨーロッパに

おいても、あるいはインドにおいてもロシアにおいても通用することはみんな書かれてい

ると思います。 

 ただ、日本国の教育基本法として、少しやっぱり足りないところはあるんじゃないかな



と。それから、時代の変遷とともに書き加えた方がいいじゃないかなと思うところがある

と。それは具体的に申しますと、個人の尊厳とか人格の完成などは、これはもう引き続き、

大切なものですから、規定しておりますが、道徳心とか公共の精神、伝統と文化を尊重す

る態度、国際社会の平和と発展に寄与する態度、こういうものは、日本がこれほどグロー

バル化して大きな国になった場合には日本人としてのアイデンティティーも必要だし、国

際社会に対する貢献も必要だと。こういう環境の変化に応じて規定をしているものです。 

 その実現のために、教育の具体的な手法として、生涯学習の理念、大学、私立学校、家

庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民の相互の連帯教育、こういうものを足ら

ざるものとして補っていると。 

 それから同時に、もう一つ、行き過ぎたものという、これもここで、当時は栄養分とし

ては非常に良かったけれども、余り取り過ぎるとメタボリック症候群になるものがあると

いう例で申し上げたように、個人の尊厳というのは、これはもう何よりも大切な権利でご

ざいます。しかし、それを担保する義務があり、そして公共の福祉に反しない限りで個人

の権利というものは保障されるというのは、これは現行憲法においても明記をされている

ことでございますので、公共の精神の大切さなどというものを新たにこの現行法に明記を

しているということでございます。 

 

○那谷屋正義君 今お話しいただいたように、これまでの教育基本法、憲法の附属法とし

て、第一号として登場したこの教育基本法でありますけれども、憲法は、御案内のように、

国民の権利を時の権者からしっかりと守るためのそういう法体系になっているわけであり

ますけれども、それを具現化するための教育基本法ということであるとするならば、今回

の見直しというものは全くそういう意味では枠組みが大きく変わっているような気がしま

すし、ボタンの掛け違いというふうに私はあえて言わさせていただきたいというふうに思

うところであります。こうした中では、様々な教育問題の中で傷付いていたり、そうした

子供たちの心に到底、なかなか届いていかないんじゃないかなと。 

 この委員会で与野党を超えて教育についてもう本当にずっと議論がされていたというこ

とはとっても大切なことだろうというふうに思いますし、もう今日のほんの一、二時間の

中で既に書き留めておきたい言葉、質疑のやり取りの中で書き留めておきたい言葉も幾つ

も出てきているところでありますし、本当にいいなと。そういう意味では、真の教育改革

に向けての課題について少しずつ光が見え始めてきたかなという、そんなふうに感じてい

るところであります。 

 しかし、教育基本法改正の議論も含めて、そういう意味では決してゴールを焦るという

ことではなくて、一からもう一回、せっかくそういう光が見えてきているというふうな感

じの中で、一からの仕切り直しが求められているんではないかというふうに考えていると

ころでありますが、いかがでしょうか。 

 



○国務大臣（伊吹文明君） これは内閣でいえば、小渕内閣のときから既に教育再生とい

う問題意識を持って、広く有識者に集まっていただきながら議論をしている。もっとさか

のぼれば、中曽根内閣のときにやはり岡本道雄先生を会長として同じような試みがなされ

て、そして議論が積み重ねて私は今日に至っていると思います。 

 一からもう一度という先生の御指摘はどういうことを具体的におっしゃっているのかは

つまびらかじゃございませんが、この場で、この教育特の場で、あるいは国会の場でどう

するかということは、これはもう私が口を出すことじゃなくて、与野党の協議で、現場の

お話にゆだねられていることでございます。 

 

○那谷屋正義君 確かに、今お話ありましたように、小渕内閣、もっと古くは中曽根内閣

のときからというようなお話がありましたが、しかし、私が質問の中で申し上げましたよ

うに、与野党を超えてこうした国会の場で教育論議がされるということについては、私は

かつてそんなになかったんじゃないかなというふうに、その今言われた内閣以来、なかな

かなかったんではないかなと。非常に貴重なことでありますし、ましてや、今教育課題が

世の中の中心課題になりつつある、そういう中で、やはりこの部分については決してゴー

ルを先につくってから話をするという話ではなくて、しっかりともう一度本当に教育とい

うものはどういうふうにしていったら今の改革をすることができるんだというようなこと

に向けて、もう教育についていろいろ話を聞いていると、皆さん本当に心が優しい雰囲気

になってくるのが分かるんですけれども、その心でやっぱりきちっともう一回、丁寧に話

し合う必要があるというふうにも思っています。 

 また、今回の教育基本法について言うならば、見直しについて言うならば、なぜ改正な

のか、改正してどんな教育改革を実現するかについてがまだまだ不十分なままであるとい

うふうに私は認識しています。今の教育基本法のどこがどう不具合なのかということ、今

文科大臣が足らざるところとそれから過ぎたところをおっしゃいましたけれども、そうし

たことも皆さんはどういうふうに考えているのかという、そういう論議が非常に大事では

ないかというふうに思います。 

 国民の願いは、昨日の日経新聞の世論調査からも明らかなように、基本法を見直す、し

ないというものを超えたところで、危機的と言われる教育の現状を何とかしてほしいとい

う、そういう一点に国民の願いは尽きるんだろうというふうに思います。しかし、実態は

そうなっていない。与党がこだわったのは今国会での成立でありまして、そのための衆議

院特別委員会での強行的な単独採決であり、参議院での採決から逆算して審議を進めてき

たねらいというのはもうはっきりしているわけであります。国会にこうしたこと、こうし

た形でこのことが決まっていくということは、国会に禍根を残すことは明らかではないか

というふうに考えます。 

 教育は国家百年の大計であります。その根本法はこの国の将来像も映し出す。軸足を国

家、社会に置く見直し案に多くの疑義が表明されていることに、どうしてそうやって、そ



うまでして耳をふさごうとするのかというところが疑問であります。全国の小学校、中学

校の校長に対する調査では、全体の六六％が見直しに疑問を呈している、こういうデータ

もございます。少しでも法案に疑問があり、なおかつ審議が足りないとの声があるのであ

れば、徹底的に論議をする姿勢に徹することが本院の良識ではないかというふうに思うと

ころであります。 

 昨年の今ごろ、構造計算にかかわる偽装マンション問題が国民を不安に駆り立てました。

今また、あした集中審議が行われるというふうに聞いておりますけれども、やらせタウン

ミーティングなど、なりふり構わぬ手段を駆使して国民の要請という名をかたる、偽装世

論形成に狂奔する醜悪さではないかと思います。発言者等への謝礼問題も発覚し、やらせ

の上に、税金で買われた世論づくりそのものだということを指摘せざるを得ない状況であ

ります。 

 子供たちや保護者そっちのけで教育を正に政争の具にしてきた政治のありようというも

のは、子供たちの絶望感を深めかねません。子供たちの心の声、願いに背を向けた見直し

案では百害あって一利なしの結果しか生まれないのではないか。子供たちの未来のために

も、文科大臣としても、衆議院の轍を踏まない徹底審議を心掛けるべきだというふうに思

っています。大臣は、今回の改正の結果というものはインスタントラーメンを作るような

わけにはいかず、長い時間を要するものというふうにも答弁をされています。ならば、少

しでもこの改革に向けた動きがより良い結果が得られるような、真の教育改革に向けた審

議をお約束いただきたい。 

 そういう意味で、確たる答弁をお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） これは先生、失礼でございますが、各院における審議につい

て行政の者が発言をするということは、これは憲法に規定した三権分立の建前からはやは

り控えるべきだと思いますし、これは各院において御協議をいただくことだと思います。 

 世論の把握の仕方というのはいろいろございます。先生がおっしゃった世論調査、その

他ありますが、多くの世論調査は、この教育基本法は改正すべきだということについては

やはり多数を占めておるんですね。これはどの、今国会でやるかどうかについては、やは

り御指摘のように意見は分かれております。しかし、前回の一番大きな民意の把握という

のは、これは私たちがその下に生きている憲法の規定によらねばならないんですね。憲法

の規定というのは、やはり国政選挙によって選ばれた国民から成る国会が国権の最高機関

であると位置付けているわけです。で、公明党さんも含めて自民党も、今回は教育基本法

の改正をやるんだということをマニフェストにはっきりと明記をして、そしてその内容に

ついてもかなりのことを書きながら選挙の結果をいただいたということもまた御理解をい

ただきたいと思います。 

 

○那谷屋正義君 国会でしっかり審議をするということが大事だというお話を受ける中で、



教育基本法の話も教育改革の一環だということであれば、それはそれとして、今正に教育

行政が行わなければいけない緊急の課題というものについて幾つか触れさしていただきた

いというふうに思います。 

 まず、官房長官の方にお尋ねをしたいと思いますが、学校教育とは、人が人を育て、人

が人をつくる究極の労働集約現場でもあるというふうに思います。機械的に総人件費改革

を当てはめて恥じない安倍内閣に美しい国づくりというものを語る資格があるのかな、こ

んなふうに疑問に思うところでありますが、見解をお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（塩崎恭久君） 教育においては人が大事だということはおっしゃるとおりで

ございます。正に人間と人間の触れ合いの中で教育というのは行われるわけでありますか

ら、先生、あるいは地域、家庭はもちろんでありますけれども、大変大事で、学校現場の

先生が大事だということはもう私どもよく分かっているわけであります。 

 今、機械的に総人件費改革を当てはめて恥じない安倍内閣と、こういうお言葉をちょう

だいいたしました。これは安倍内閣が作った法律ではございませんで、小泉内閣のときに

できたいわゆる行革推進法でありますが、それが法律としてあることは事実でありますけ

れども、先生も御案内のように、政府というのも企業と同じように運営をしていかなきゃ

いけない。税を集めて、そしてそれを何に当てはめていくのかという中でやっていけるも

のが国だと思います。 

 そういう中で、何が重要で何が重要じゃないかということを考えた中で、ぎりぎりの配

分をしていくというのが予算だろうと思います。既にこういう中で国、地方の借金という

のが七百兆円にもなっている中で、どうやって効率のいい、そして質の高いパブリックサ

ービスを提供する政府をつくっていくのかというのが共通の課題であり、これは国会挙げ

て、与野党挙げて取り組まなきゃいけないという中でこの行革というのは累次にわたって

行われ、そしてまた小泉内閣の最後にプログラム法的に行革推進法ができ上がったと、こ

ういうことでございます。 

 ということで、質の低下は避けなければいけない。正に質の高い教育を質の高い先生に

よって学校現場で子供たちに提供していただいて、子供たちが将来の日本を担ってもらう

ためには非常に重要であることはもう御案内のとおりでありまして、そのためにはいろい

ろな仕組みを今教育再生会議でも考えており、例えば習熟度別少人数指導といった定数の

確保、それから優秀な教職員の確保を図りつつ、能力、実績に見合っためり張りを付けた

教員給与体系の検討、これ評価の問題につながってくることだろうと思いますが。それか

ら、義務教育費国庫負担制度、いろいろ議論ありましたけれども、給与費総額の確保とい

ったことで、効率が悪く無駄が多く、そして質が余り十分高くないということでは美しい

国とは言えないわけでありますので、その両方をやはり追求していかなければいけないと

いうことで、今改めて教育の問題については、教育再生会議を含めて最優先課題の一つと

して今取り組んでいるところでございます。 



 

○那谷屋正義君 効率のいい、質の高いパブリックサービスを求めるということは、これ

はもう私も大賛成ではあります。しかし、やはり総人件費改革の中で、まず人件費削減あ

りきというような形でうたっている部分がありますけれども、この今回の政府案の第九条

に、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めな

ければならないとし、その後で、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重さ

れ、その待遇の適正が期せられるとともにと教員について規定をしているわけであります。 

 しかし、一方で、五月二十六日に成立いたしました行政改革推進法では、人材確保法の

廃止を含めた見直しに言及をされているわけでありまして、明らかに今回の改正案とそう

いう部分では矛盾するんではないかというふうに思うわけでありますが、その点はいかが

でしょうか。 

 

○国務大臣（塩崎恭久君） 今、先生御指摘の第九条第二項でございますけれども、教員

が安心をして教育活動に専念をして職責を遂行するためには、その職責に応じた待遇とい

うものが図られることが必要であるということは間違いないわけで、御指摘のとおりであ

って、これが第九条第二項に、まあ、現行法の第六条第二項に引き続いて処遇の適正とい

うものを規定しているところでございます。 

 一方で、先ほどの効率的で質の高いパブリックサービスを提供する政府というものをど

うつくっていくのかということで、行革推進法というのができているわけでございますが、

今の御指摘の人材確保法の廃止を含めたというくだりは第五十六条にたしかあったかと思

いますけれども、政府としてはその必要な行政改革を進める、これはどうしてもやってい

かなければ、これは国民の税金に跳ねてくることであるわけでありますので、それ自体は

やはり進めていかなければいけないと。 

 一方で、教育水準の維持向上と優れた先生の確保というのはこれまた大事であるがゆえ

に、この職責に応じ、教員の処遇の適正を期すべく、教員給与の在り方というものをどう

あるべきなのかということを検討をしているところであるわけでございます。 

 したがって、先生おっしゃるように、この人材確保法というのは、たまたま私のおやじ

が深くかかわって作った法律でありまして、それは正に質の高い教育を提供するためには

質の高い先生に来ていただきたいと、そのためにということでできた法律だったと思いま

す。当時はそういうことでやったわけでありますが、その後のこの行政サービスの在り方

全体の中で、今こういうような形で、効率的でなおかつ質の高いパブリックサービスを提

供する政府を提供するための法律ということで、今のような結論に至っているということ

でありますので、我々は原点を忘れることなく、教育の質というものを確保しながら、と

いうのは、いい先生にいていただくということであろうと思いますが、なおかつ税負担が

不当に高くならないように、効率的ないい政府をつくっていくということを両方一遍にや

っていかなきゃいけないんではないかと、こういうことだろうと思います。 



 

○那谷屋正義君 現在の教職員というか、教員の給与も不当に高いというふうにも私は思

っておりませんし、やっぱり一定のそうした身分保障をしなければ人材の確保というもの

もなかなか難しいわけでありますから、やはりどこを最初に持ってくるか。まあ昨日、鶏

と卵なんという話もありましたけれども、どこに基点を置くのかということから考えたと

きに、やはりこの教育の問題は全部まとめてほかのものと一緒にという形にはなかなかな

らないんじゃないかなというふうに私は考えているところであります。 

 文科大臣にもうなずいていただいておりますので、大変心強く質問をさせていただいて

いるところでありますが、そこで文科大臣にちょっとお尋ねをしたいんですが、この今の

九条のところで教員についてというふうに出ています。しかし、現在の学校というのは、

子供たちや保護者、地域などの要請にこたえる学校運営が求められているわけでありまし

て、そのために自主性、自律性が発揮できる学校運営が必要であると。 

 教育は授業が中心になるわけでありますけれども、学校の施設設備、教材、教具や図書

の整備、安全・環境対策、給食など様々な条件整備が整ってこそ効果が上げられるという

ふうに思うわけで、したがって学校は、教員とともに様々な職種の方たちがいらっしゃる

わけですけれども、そうした方々がそれぞれの職責をしっかりと果たし、協働していくこ

とによって教育が成り立っていくんだろうというふうに思うわけであります。 

 そういう意味では、教員だけを取り上げているわけでありますけれども、そうではなく

て、やはりこれは教職員全体の使命や職責の重要性についても規定することが望まれてい

るんではないかというふうに思うわけでありますが、見解をお願いします。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） 教育現場の在り方としては、先生がおっしゃるとおりだと思

います。 

 教育で、一番やはり受ける者の人格の完成を目指して知識の涵養その他に直面して指導

するのはまあ教員ということだろうと思いますので、今回九条を設けて、今先生が御指摘

になったようなことを書いております。 

 しかし同時に、六条の二項に、学校において、体系的な教育が組織的に行われねばなら

ないということをお示しした法案には書いております。したがって、これを受けて、今後

その他の法律の整備をすることによって先生の御指摘のような、例えば栄養職員だとか事

務職員だとか、いろいろな方が体系的に働けるようにやっていく、これが私の責任だと思

いますが、同時に、先生が属しておられる民主党がお出しになった対案にもやはり教員と

いう条しかないんですよ。同じ御質問をひとつ、是非、民主党の提案者にもしていただき

たいと思います。 

 

○那谷屋正義君 民主党案についての御指摘もいただいたところですが、まあ質問するか

しないかは私の方が決めさせていただくということで、それは追ってまた聞いていきたい



というふうに思いますが。 

 いずれにしても、学校というのは、様々な職種の方々が協力、協業によってやはり教育

というものが行われているんだということ、これがもう大前提に今なっているということ

を是非いつも心に留め置いていただきたいというふうに思います。 

 そして、今度は、政府案の第十六条二項でありますけれども、国は、全国的な教育の機

会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しな

ければならないとしているわけであります。だとすると、文科省も、それから多くの国民

も望んでいる、例えば少人数教育を更に進めるべく、第八次教職員定数改善計画を直ちに

実施するべきだというふうに思うわけであります。それができないとなると、やはり文科

省の存在価値を自ら否定するのと同じではないかなというふうに思うわけであります。地

方公務員の人件費については四・六％を超える純減、とりわけ教職員総数については、児

童や生徒の減少に見合う数をより上回る数を純減させるというような、言ってみれば子供

たちとお金とをはかりに掛けて、そして金目の方に軍配を上げる浅はかな上乗せ措置さえ

講じられている、そんなふうに思うわけでありますが、こうしたことに文科省は、ただた

だああそうですかと受け入れることなどあり得ないと信じているところでありますが。 

 教育の仕事というのは専門的であり、国民の基本的権利にこたえるという使命を担って

おり、自律的で利他的、公益的な倫理が最も重視される職業であると。営利的、商業的な

サービスの職業とは基本的に異なっており、教育サービスという言葉で教育の本質を誤解

させてはいけないというふうに思います。子供たちや保護者は、営利としての物やサービ

スの消費者ではありません。つまり、教育とは、子供たちとの信頼関係に基づいた一対一

の人間関係の中で長期にわたって培われるべきものであり、その成果を経済の論理による

効率論で推し測ることにはしょせん無理があるのではないか。財政の帳じり合わせとは最

も無縁なところに置かれてよいというふうに私は思っているところであります。 

 文科省が今発揮すべき見識とは、総人件費改革の返上にこそあるのではないかというふ

うに思うわけでありますが、決意をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） 教育に私は競争原理を持ち込むということは、ある意味では

必要だと思っておりますし、また効率化原則は、国民の税金を使っている限りは、これは

すべての者が最小限の税負担で仕事をするという意識はやっぱり持つべきだと。ただ、も

うけ仕事の市場原理だけは持ち込ませたくないというふうに私は思っておるんです。 

 ですから、総人件費というのは結局、国民の税によって担保されるものですから、先ほ

ど官房長官がお答えを申し上げましたように、行政改革の推進ということはやはり避けて

は通れない。その中で、この教職員の純減に見合う人件費をどう考えるかということは一

つあります。しかし、それより、さらに今後の問題として、先生がおっしゃったような価

値観を持って教育にもう少し国民の税負担を投入していくということが私は必要だろうと

思っておりますので、今朝も教育再生会議ではいろいろそういう御議論は出ました。です



から、今の方針はこれとして決まっておりますが、今後の国民世論が大きな流れを決めて

いくことだと思っております。 

 

○那谷屋正義君 今、国民に、教育にもっと税負担を掛けるべきだということ、そうした

決意ということを言ってお聞かせいただけたのかなというふうに思うわけでありまして、

もう今は本当にこうした教育の問題がどんどんどんどん出てくる中で、教育予算を増やす

ということ、そのことについてはもうほとんどの国民が賛成するのではないか、賛成して

いただけるんではないかと。 

 毎年、私も前は教員でありましたから、毎年この予算編成の時期になると教育予算の拡

充に向けていろいろと署名を行うんですけれども、その署名がやはり毎年大量の、たくさ

んの方に協力をしていただき、それを市議会ですとか、あるいは県議会の方に持っていく。

そうすると、これだけの署名にはやはりかなわぬということで、やっぱりどんなに苦しい

財政の中でも一定、教育の予算をはたいてくれるというふうな状況になるわけであります

から、そういう意味では、是非この部分については堂々と胸を張って頑張っていただかな

ければいけないというふうに思うわけであります。 

 一つ、夕張市の問題、財政再建団体になった夕張市の再建計画が実施されると、七校あ

る小学校が一校に、そして四校の中学校がまた一校にということで減らされるわけであり

ます。こうしたことは、この部分について、教職員の給与というのはまたちょっと別な話

だと思いますけれども、そういう意味で、再建団体になったことによって学校が統合され

る、しかも七校が一校にというような状況は、やはり大人社会の不始末のしわ寄せを子供

が背負わされているんではないかというふうに思うわけでありまして、これは非常に容認

し難い状況であります。 

 そういう意味では、この教訓からしても、自治体間の財政力格差が教育の格差につなが

らないようにするべきではないかというふうに思うわけでありますけれども、いかがでし

ょうか。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） 夕張市の現状については、私もいろいろお聞きをしてみます

と、平成二十二年までに先生がおっしゃったような状況になるようでございます。本当に

私はこれはひどい話だと思いますね。 

 やはり地方分権、地方自治と言う限りは、適切な理事者を選んでもらわなければならな

い。それと同時に、それをチェックする市議会の立派な議員さんを選んでもらって、それ

をチェックをするという機能が欠けているとこういうことになるということなんですね。 

 ですから、私たちがやれることは、できるだけ地方自治体の格差が生じないようにとい

うことは、もう人件費のことは先生別だとおっしゃったからここでは触れませんが、例え

ば文部科学省が持っておる予算だと、学校が一つになっちゃったらやっぱり通うのは大変

ですからね、スクールバスの補助をするとかね、そういうことは私たちはやりたいと思い



ますが、多くの納税者の立場から言うと、不始末をした自治体のためになぜそこに集中的

にお金が入るんだと、こういうことになっちゃうんですよ。だから、しかし、先生がおっ

しゃったように、児童には何の、投票権がないんですから、そこは私どもの予算の範囲の

中ですが、私はできるだけのことをしたいと思っております。 

 

○那谷屋正義君 是非、そうした御努力をお願いしたいというふうに思います。 

 そうした教育予算のことについて、ここで民主党の財源確保法というのが、ここでそう

いう案が出されているわけでありますけれども、この部分については正に、今いろいろと

官房長官を始め答弁されましたけれども、やはりここで一つの勇気と決断が必要ではない

かというふうに思うわけでありますけれども、そのことが時代の要請ではないかというふ

うに思うわけでありますが、では民主党の方について明快な答弁をよろしくお願いします。 

 

○鈴木寛君 お答えを申し上げます。 

 財源確保法というアイデアを更に進化をさせまして、私ども教育振興法、学校教育の環

境の整備の推進による教育の振興に関する法律という法律をこの参議院に提出を既にさせ

ていただいているところでございます。 

 私どもは、これは日本国教育基本法の十九条あるいは二十条で教育の振興そしてそのた

めの予算の確保ということを明記をいたしておりまして、それを受けて、日本国教育基本

法とともにこの教育振興法でもって財源の確保そして環境の整備の充実ということを図っ

ていきたいというふうに考えているわけでございますが。 

 今、正に夕張のお話が出ました。こうした事態には、やはり学習権というのはもう一人

一人の子供たちに完全に保障されなければいけない、そのために国家というものがあるん

だということで、日本国教育基本法の七条の三項では正に国の最終責任ということを規定

させていただいているわけでございます。 

 今御紹介申し上げました教育振興法の第三条の第四号というのがございまして、そこは

「安全かつ容易な通学のための諸条件を整備すること。」という条項を入れております。こ

れは、例えばフィンランドなどでもそうでありますが、一定の時間の中に、通学時間の中

に学校がなければいけないと、こういうことを規定しておりまして、それができない場合

はスクールバス、さらには個別の輸送機関による補助等々も規定している例なども参考に

して、きちっと容易に通学ができる条件を整備することということを国が定めます学校教

育の環境整備のための基本方針に盛り込んで、このことが実現されるように計画を作り、

そして予算が確保されると、こういうふうなことになっております。 

 先ほど来、総人件費改革と教育振興の問題が議論がなされておりますが、この正に教育

基本法の特別委員会でこの議論をさせていただいていること、これ極めて重要な政策論争

であります。その中身をよく国民の皆様方に御理解をいただく今このプロセスが行われて

いまして、非常にいいことだと思いますが、確かに北欧などの場合は、これは税金も大変



に高い。要するに、高負担そして高満足といいますか、高福祉の国づくりが行われている

わけであります。 

 もちろん、アメリカ型の国づくりを目指すのか北欧型の国づくりを目指すか、ここのも

ちろん議論はありますが、アメリカ型を仮に選択をするにしても、教育費についてはアメ

リカ・レベルにも達していないということは、まずこれは国民の総意として是正をすべき

ではないかと。すなわち、二〇〇三年の日本のＧＤＰに占める公財政支出というのは三・

五％でございます。米国は五・四％で、二％の開きがＧＤＰ比率においてあるわけですね。

アメリカはじゃ高負担の国かというと、決してそうではないというふうに思っておりまし

て、まずはそこまでは、これ大体ＯＥＣＤの平均にも沿うわけでございまして、そこまで

は引き上げていくというのが妥当ではないかというのが、これは我々の党の考え方でござ

います。 

 もちろん、違う考え方もあることは承知をいたしておりますが、ここは正に国民の皆様

方に御議論をいただければというふうに思いますが、今教育現場で起こっているいじめの

問題、じゃこれに対してどういう対応をするのかということの有効な解決策の一つに、例

えばスクールカウンセラーを増強するということがあります。 

 これは今非常勤ですし、そして十分に配置されている学校がまだまだ少ないという事態

があります。スクールカウンセラーを増やしていくという上でも教育の予算、人件費とい

うものは掛かってまいりますし、それから関東のある県では、今民間の景気が若干良くな

る中で教員の採用内定者が辞退をするという事態が今多く発生をしております。そのよう

なこととか、あるいはキャリアカウンセラーとかＩＴのサポートとか、あるいは学校経営

に十分な能力を持った人材を登用するとかいろいろな、教員の質を上げていくということ

と教育現場における人材の層を厚くしていくということのためには、やはりアメリカ並み

の教育費は税金を投入をすべきではないかというのが我々の考え方だということでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○那谷屋正義君 今のお話の中で、先ほど来官房長官を始め答弁いただきました効率のい

い、質の高いパブリックサービスというものに付け加えて、この教育という部分において

は厚い層も大事だというお話が今あったのではないかというふうに思うところであります。

やはり、この教育の分野において勇気ある決断が今求められているんではないかというふ

うに思いますので、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、これも予算に伴う話でありますけれども、実は学校の耐震化問題も、これも大変

重要な問題ではないかと。公立学校施設、小中学校の四五％強が耐震補強未実施という、

そういう状況があるわけであります。 

 東海地域を中心としたところでは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事

業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づいて、小中学校の校舎の地震補強工事



に対する国庫補助率のかさ上げと事業費補正が行われている。さらに、今年度から東南海

そして南海地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

にも事業費補正が行われていると。しかし、こうしたものは日本全土から考えたときには

まだ一部の地域にすぎないわけでありまして、子供や住民の命には地域差がないわけであ

ります。財政再建を優先する余り、子供たちに犠牲を強いることは決して許されることで

はないというふうに考えるわけであります。 

 このことから、例えば全国一律に東海地域並みの措置とすべきことは教基法の見直しよ

りも国政の重要課題として位置付けられることは当然ではないかなというふうに考えるわ

けですが、これに対する決意を文科大臣、よろしくお願いいたします。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） まず、先生、教育に対する財政上の措置は先生のお気持ちを

私も共有して努力をいたしたいと思いますが、同時に、教育は特別だといって効率化意識

を失わないように当事者もまた努力をしていくと、そこに国民合意が私は得られると思い

ますし、特に民主党案も教育費については同じようなお考えに立っておられると私は思い

ますが、同時に、税負担を増やさないんならどこを減らすかという議論が出てくるんで、

減らす相手に必ず同意を求めて初めてこれは現実的な提案となるということは、よく政治

に携わる者として自覚をしたいと思います。 

 今の先生の耐震の問題については、御指摘のとおりの数字が出ております。ですから、

できるだけ早く、これもやはり財源に限りがありますが、努力をしたいと思いまして、今

回も補正予算の中にできるだけスピードを上げてやるように、これを組み込むように現在

財務省と私が折衝いたしておりますので、先生のお気持ちを体して一生懸命やらせていた

だきます。 

 

○那谷屋正義君 私、これに関する質問は二〇〇四年に参議院に初めて議員にならせてい

ただいてからもう既に四回目の質問ということで、なかなかこのことが進行していかない

というところも非常に問題でありますので、できるだけ早いことが必要であり、いつどこ

で何が起こるか分からないというのがこの国の、特に最近自然がもう本当にどういうこと

になっているのかなというようなことがあちこちで起こるわけですので、是非お願いをし

たいというふうに思います。 

 もう一つ、消防庁の報告によりますと、防災拠点となる公共施設の大半が公立学校施設

になっていると。しかし、今申し上げましたように、その学校施設は他の公共施設と比べ

て耐震化が大変遅れている。耐震補強が行われていないのに防災拠点にされている公立学

校の未耐震問題というのは、このままこれを放置するというわけにはやはりいかないので

はないかというふうに思うわけでありまして、たとえ財政再建下にあったとしても、耐震

化を始め、社会の最善のものが完備される公立学校の耐震化を早期に完了することが国民

経済の観点からも、防災の観点からしてもベストではないかというふうに思うわけであり



ますが、確たる答弁をお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） これは、最後はやっぱり予算にかかわってくることでござい

ますので、当初予算を待っていてはとても先生がおっしゃるようにスピードが遅くなりま

す。参議院の文部科学委員会でしたか、佐藤先生から予算獲得について格段の期待をして

いるぞとハッパも掛けられておりますから、この補正予算で私はできるだけの努力をさせ

ていただきたいと思います。 

 

○那谷屋正義君 大変明るいといいますか、期待できる答弁、ありがとうございます。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） 応援してくれなきゃ駄目よ。 

 

○那谷屋正義君 もちろん、その部分について応援はさせていただきたいと思いますけれ

ども。 

 今の二つの質問に対して、官房長官も内閣のかなめということで、決意をお願いしたい

と思うんですけれども、この未耐震化問題について。 

 

○国務大臣（塩崎恭久君） 先ほどお話ございましたように、子供たちが学校に行ってい

る間、大半、この校舎にいるわけですし、また防災拠点ということで、地域住民にとって

も大きな災害があったときには学校に駆け込むということであります。したがって、この

率については、先ほど来御指摘のとおり、診断については十八年度中にすべての公立小中

学校完了するように今自治体に依頼中でございますけれども、実施率でいくと、今十八年

度で五四％ちょぼちょぼと、こういうことでありますから、できる限りこれはちゃんとや

っていかなきゃいけないと思っていますし、補助事業、耐震診断や耐震化に係る補助事業

等をやっているところでございます。引き続き、これは今言ったような二つの重要な観点

からも進めていきたいと思いますが。 

 さきの閣議、閣僚懇談会でも、今年の補正予算、そしてまた来年度の予算に対する安倍

総理の指示というのがございましたが、その中でこの補正予算につきましては、災害等の

国民の安心、安全に係るもの以外については極力避けるということであります。裏返して

みれば、子供たちや地域住民にとって大変重要なこの耐震化については昨年も補正予算で

対応しておりますけれども、今文科大臣がお話をされたように、この補正予算で入れられ

るものは入れていきたいなというふうに考えております。 

 

○那谷屋正義君 是非、官房長官のバックアップといいますか、是非応援をよろしくお願

いしたいというふうに思います。 

 これにかかわって、民主党の方では、公立学校施設にかかわる耐震補強等促進特措法と



いうものを提出をしているところだというふうに思いますけれども、ちょっとこれについ

てもお聞きしようと思ったんですが、時間の関係で、申し訳ありませんが省略させていた

だきたいというふうに思いますが、この特措法の案では、向こう五年間ですべての小中学

校の未耐震の校舎を耐震化しようというふうな形になっていまして。この耐震診断結果の

公表方式にかかわって、分かりやすい場所に掲示をする義務をもその中で課すという、そ

ういう法案になっています。そういう意味では、是非こうした取組を一刻も早くやってい

ただきたいと、そういうふうに思っているところでございます。 

 次に、伊吹文科大臣が文科大臣に就任されて初めての記者会見のときのお話というのを

私ラジオでお聞きしていたんですけれども、大変感銘を受けるところもあったし、おやっ

と思うところもあったし、様々複雑だったんですが、特にこの現行教育基本法の評価の中

で、現在の、今御答弁されたように、現行の教育基本法は世界のどこの国に持っていって

も恥ずかしくないすばらしい文言でできていると。しかし、今言われたように、日本らし

さというふうな点からいくとまだ不足していると、こういうふうなお話をされた後で、も

う一つは、外国人から見た日本の良さについて述べられていたんではないかなというふう

に思います。 

 そして、そうしたものが、特に例えば日本はいわゆる決まった宗教の下でみんな国民が

動いているということではなく、国民がすべて決まった宗教の中にいるということではな

くて、ほとんどの方が無宗教の方が多いというふうな中で、よくこれだけ秩序ある国にな

っているんだという外国の方の感想などを述べられたというふうに思うんですけれども、

そうしたものが、そういう日本の良さが現行の教育基本法の中には薄いというふうな形で

言われていた。 

 しかし、今言われた、先ほども述べられたこの現行教育基本法に足らざるところの部分

でありますけれども、実は、もうこれも御案内だというふうには思いますが、学校教育法、

現在の学校教育法の第十八条第二号に、「郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解

に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。」というふうにありまして、いわゆる大臣の法

的な部分で不足しているというその部分がここではしっかりと担保されているというふう

に考えるわけであります。 

 また、よく日本人としての規範意識の低下についても指摘をされているところでありま

すけれども、これについても今の十八条、そして十八条の二にうたわれているというふう

に私は思っているんですが、その辺について見解をお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） 就任のときの会見は私はもう忘れておったんですが、いや、

よく聞いていただいてフォローしていただいた。あのとき、先生のお話を伺って思い出し

たのは、私の思いとしては、やはり武士道、商人道、こういうものが日本人に今少しでも

あれば、ライブドアや大銀行の優越的地位の濫用のような恥ずかしいことはするまいとい

う思いが若干あったんでああいう発言になりました。 



 それで、御承知のように、教育基本法はもう根本的な理念を定めた理念法であり、教育

の基本法でございます。したがって、ここには生涯教育とか幼児教育とか家庭教育とかい

ろいろな項目を今度盛り込んでおります。ですから、学校基本法に書かれているのは先生

おっしゃるとおりでございますが、今回この重要な事柄をやっぱり包括的に示すことによ

って、教育基本法に包含されているすべての教育主体がそのような形で努力をするという

意味で書き込んでいるわけでございます。書き込んでいるというか、私は申し上げたわけ

でございます。 

 

○那谷屋正義君 私は、例えば現行の教育基本法というものを見たときに、先ほど大臣も

お認めになられましたけれども、やっぱりすばらしい文言で、すばらしい組立てでできて

いるというふうにも思っていますし、そこに足らざる部分というふうに、まあ一見、私か

らあえて言わせていただけば、一見足らざる部分というものがその下位法の中でそれぞれ

補われて、そしてそれが具体的な実践の場でしっかりと行われるということがある意味、

法体系の意味からも実践の意味からも大事なんだろうと思うんですけれども。今は残念な

がら、そこら辺の歯車がしっかりかみ合っていないという状況の中で大きな問題があちこ

ちで起こっているということで、その歯車のかみ合っていないのがどこなのかということ、

そういったことをやはりもう少し時間を掛けて話し合っていく必要はあるんじゃないかな

というふうに思うところでございます。 

 ちょっと幾つかありましたけれども、そこで、時間の方がもう余りありませんので、次

に質問をさせていただくのは、勇気を持って質問をさせていただきたいと思いますけれど

も、いわゆる教育の理念法と解釈されるものの中で、まず、いわゆる愛国心、まあいわゆ

る国を愛する心を育てる、態度、あるいは国を愛する心でもいいんですけれども、そうし

たものを規定している国というのが今あるのかどうか、あるいはどこにそういうふうにあ

るのかということをお聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） じゃ、事実関係ですから、参考人から。 

 

○政府参考人（田中壮一郎君） お答えを申し上げます。 

 諸外国について網羅的な調査を行っておるところではございませんけれども、教育の理

念を定める法律を有する国として韓国、中国、タイ、フランス、ロシアなどがあるわけで

ございますけれども、このうちいわゆる国を愛する心について規定しているのは、ロシア、

中国、タイで定められておるところでございます。 

 

○那谷屋正義君 今言われた形の中で、多いのか少ないのかというのはそれぞれあるとい

うふうに思いますけれども、いずれにしましても、我が国の現在の教育基本法が制定され

た理由はどこに見いだされるというふうにお考えになっているかお尋ねをしたいと思いま



す。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） これは制定時にさかのぼらねばならないことなんですが、昭

和二十一年の六月に、帝国議会における日本国憲法の審議に際しまして、当時の田中文部

大臣、後の最高裁の長官でございますが、が教育の根本法というべきものの制定を考えて

いるということを明言されまして、それを受けて教育基本法の立法の準備が始まったと理

解しております。 

 そして、二十二年の三月の帝国議会での教育基本法案の提案理由説明として、当時の高

橋さんという文部大臣でございますが、この方が述べておられる提案理由説明は、真に民

主的で文化的な国家の建設を完成するという目的達成のため、教育の根本的刷新を断行し、

その普及徹底を期することが肝要でありということを述べておられます。 

 

○那谷屋正義君 そのもう少し後を聞きたかったかなというふうにも思うところでありま

すが、時間の関係で協力していただけるのかもしれませんが、私は、日本国憲法の精神、

理念を具現化する意味でこの教育基本法、まあどっちが先に出たかという理論はあるんで

すけれども、教育基本法がこの間ずっとそのように扱われてきたんではないかと。 

 その中で、やはり個人の尊厳という言葉、これはもうあるわけですけれども、個人の尊

厳が存在しない社会制度の下で行われたいわゆる太平洋戦争の反省に立って生まれたのが

現在の平和憲法であり、その理念、精神を具現化するために制定されたのが教育基本法だ

というふうに思うわけでありまして、個人の尊厳に基づく人格の形成こそが教育の使命で

あり、教育基本法の生命線になっているんだろうと。個人の尊厳には、相互に人間である

ことの尊厳を認め、権利を尊重し合うという意味が含まれていると。この間いろいろ誤解

があったようなやり取りもありましたけれども、今のところ集約すると、やはり個人の尊

厳にはそうした意味も含まれていると。それは、民主主義社会の正に公共の精神、公共道

徳の根幹に位置する理念になっているというふうに思うわけであります。 

 見直し論を主張する者の中に、この意義を理解しない前時代性は厳しく批判されるべき

ではないかというふうに思うわけでありますが、個人の尊厳の背景には、かつて愛国心の

美名の下に生命が国家の政策遂行の手段になり、結果として公共自体が破壊されて個人が

悲惨な状況に置かれたことへの反省があったと。この歴史の教訓に目をつぶることは許さ

れないのではないかなというふうに思うところでありますが、大臣の御見解をお願いした

いと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） これは先生の御主張のお立場は、私はそれはそれだというこ

とは認めます。 

 しかし、先生の御質問の一番最初にお答えしたこととこのことはかかわってくるわけで

すが、愛国心の美名の下に個人の尊厳が損なわれた戦前の反省があって現行憲法はできた



と、現行の教育基本法はできたと。だからそれを変えるのは、戦前に返るということでは

やっぱりないんじゃないでしょうか。 

 私が再三ここで申し上げて、一番最初の御質問にお答えしたように、個人の尊厳という

のは、もう人間として有する人格はやっぱり不可侵のものであるということは今回の基本

法においても認めているわけですね。しかし、改正法ではそのことを認めた上で、教育に

おける個人の尊厳を重んじることは既に前文に書いておりますが、同時に現行憲法等にお

いても、この個人の尊厳の具体的表れである個人のもろもろの権利は公共の福祉に反しな

い限り尊重されるわけですから、ですから、公共の精神など今日重要と考えられる理念を

それに付け加えているということでありまして、戦前の、この愛国心という言葉の下で個

人の尊厳が破壊されていた戦前に戻るなどということは、我々は毛頭考えておりません。 

 それから、今の個人の尊厳が破壊されていたということに戦前すべてがそうなるのかど

うかというところにも、やはり歴史家によっていろいろ見方があるということは付け加え

ておきたいと思います。 

 

○那谷屋正義君 まあここのところは論議の分かれるところではあるなというふうに思い

ますけれども。 

 そこで、文科大臣と、官房長官はいなくなっちゃったかな、（発言する者あり）ああそう

ですか。 

 では、文科大臣に改めてお尋ねをしますが、自分の国を愛するという感情は、良い政治

が行われて国民一人一人の安全や安心が保障されていれば、それは心の中に自然と芽生え

てくるたぐいのものではないかというふうに思うわけであります。子供たちが肉親や身近

な郷土、風土など共同体としての国に愛着を感じることは最も尊重すべき志操の一つであ

ることは当然のことだというふうに私も考えているところであります。ただし、国家がこ

の愛する対象に犠牲をもし強いるならば、敢然とノーと言える人格、理性をはぐくむこと

こそが教育の本分、目的のはずだというふうに思うわけであります。 

 少し歴史をひもといてみましても、真の愛国者とは、時の権力者の暴虐、不条理などに

一身を顧みず立ち向かった方々であったことは常識ではないかなというふうに思うわけで

あります。いつの世でも、権力者が願う国を愛する心というのは、その対象は国民にでは

なく自らが掌握する権力構造に対する忠誠にあることは歴史が証明するところであります。

大臣は今違うというふうにおっしゃっていただいたというふうに思いますけれども。 

 だからこそ、諸外国においても、教育分野で愛国心の明記というものが、私はさっき三

つの国しかないというふうにあえて言わせていただきたいと思いますけれども、自制され

てきたのではないかというふうに思うんですが、見解をお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） 先ほど政府参考人が答弁いたしましたのは、日本のように基

本的な理念法を持っている国が極めて限られていると。その中で明記しているのは、社会



主義国家が二つあったというのは私は驚いて聞いておったんですが、いわゆる今回の条文

を作るに際しても、今先生が御指摘になったことについて、かなりやはりみんながよく考

えてこの御提案している二条の五項というのは作ったんじゃないかと思います。 

 国家というものは、やはり領土とそこに住んでいる国民と、そしてその国民がその領土

の中で多年掛けて営んできた営み、その営みの中から出てきている現実、こういうものに

よって成り立っていると、こう考えてよろしいと思います。 

 ですから、五項は、その営みの中ででき上がってきた伝統と文化を尊重しとわざわざ書

いておるわけです。ここに先生のおっしゃった権力を持っている者が形成した政府という

概念は入っておりません。ですから、伝統と文化を尊重し、そしてそれらをはぐくんでき

た我が国と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うと、こう

いうことを書いているわけですから、提案をいたしました立法者の立法意思としては、先

生が今お示しになったようなことを意図しているものではないということは御理解いただ

きたいと思います。 

 

○那谷屋正義君 だとすると、政府案の中には、我が国を愛する態度を養うという文言が、

教育の目標にこのことが定められているわけであります。そうすると、教育の課程という

ものを考えたときに、当然、目標があったらば、それを指導し、更に評価がされなければ

いけないというプロセスがあるわけですけれども、この我が国を愛する態度を養う指導と

いうのは、またその評価というのは例えば具体的に言うとどのようになってくるのかとい

うことについてお尋ねしたいと思います。 

 

○国務大臣（伊吹文明君） これも再三ここでお答えをいたしましたが、率直に言えば、

日本は、日本の主権を奪われ掛けたことは、全体、国全体としてですよ、奪われ掛けたこ

とは、元寇の乱のときと、それから正に黒船が来たときと、そして事実戦争に負けたとき

と、この三度だったと思いますね。 

 前の二度はどうしてそれを切り抜けたのかというような史実はやはり正確に教えねばな

らないし、日本が国際社会の中で評価されてきた例えば新渡戸稲造さんだとか野口英世さ

んというのは、どういう観点でこの人が世界的にも評価され、日本の国名を高めてくれた

のかと、そういうことをやはり教えることによって、ああ自分はこういう歴史的な時間帯

の中にいた先輩たちのおかげで今ここにいるんだという気持ちを持ってもらうと。そして

また、そういう方々がつくり出してきた日本のもろもろの伝統や文化に理解をしてもらう

と。 

 そういうものの習熟度だとかそういうものを学ぶ態度だとかということは、もうこれは

非常に私は大切なことだと思いますが、さらに先生が御懸念になっている、再三その御質

問があるんですが、その結果、この国を愛しているか愛していないかなんということは評

価をしようがないわけですよね。 



 

○那谷屋正義君 評価しようがないというのは私も全く同感だというふうに思いますが、

しかし、目標にそういうふうに書かれてしまっているということの中で、やっぱりちょっ

とそこのところは矛盾するんじゃないかなと。そういう、要するに国を愛する心だとか態

度というこの文言をこうした教育基本法のような一定の根本法の中に盛り込むべきでない

というような意見も相変わらず根強くあるわけでありまして、そういう意味では、民主党

案の方はそこが前文の方に出ているようでありますけれども、そういう意味では、この目

標の中に置かれているとなったときに、現場の先生方はどういうふうにこれを評価してい

るんだろう。例えば、今お話しいただいた黒船、元寇、こうしたものについては、歴史の

中で一応我々というか先生方も指導しています。そのときに、その日本の国を思う心、態

度まで踏み入ったかどうかというのは分かりませんけれども、しかしそういったものが歴

史というものの中できちっと教えられています。 

 むしろ、例えば修学旅行で、例えば横浜なんかだと日光に行くんですね。日光に行くと、

東照宮とかいろいろ見るわけですけれども、ある宗教を信じている、ある宗教の信者とい

いますか、そういうところのお子さんは、その神社に入らなかったりとか、あるいは鳥居

をくぐらないとか、そういうふうな状況もあるわけで、それは思想信条の自由ということ

で我々もそれは保障する必要はあると思うんですが、しかしそれを評価となったときにな

かなか難しい部分もまた出てくるんではないかなというふうに思うわけでありまして、や

はりそういう意味では、先ほど申しましたこのこうした文言をこういう基本法の中に入れ

るということはおかしいのではないかという、そういう声になかなかこたえられていない

んではないかなというふうに私の方は思っております。 

 ちょっと時間が来てしまいましたので、予定していた質問の半分ぐらい、半分も行かな

かったんでございますけれども、大変実りの多い質疑をさしていただきました。是非とも

こうした論議を、ゴールを先に決めることなく、何としてもじっくりと話し合っていくこ

とが今私は求められているんではないか。そして、緊急の施策は緊急の施策として急ぐ、

正にそういうところに緩急、力の、そういうところが、やはりめり張りを持った教育の在

り方というのが今求められているということを申し上げさしていただきまして、私の質問

を終わらしていただきます。 

    ───────────── 


